
施設を利用している一部の方の食費

居住費の基準費用額等が変わります

介護保険
令和８年
８月から

第３段階①・②に該当する方について、食費が３０円～６０円（日額） 、一部の方を
除き居住費については１００円（日額）引き上げられます。

※食費の基準費用額についても1 0 0円（日額） 引き上げられます。

負担限度額制度
所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります

対象となる方

• 制度を利用する場合は申請手続が必要ですので、担当のケアマネジャー・施設職員
等にご相談ください。また、ご不明な点は下記へお問い合わせください。

• 【問合せ先】
• ・制度の内容等：保健福祉課 ℡42-0708
• ・介護保険の申請・利用相談：地域包括支援センター ℡42-1933

令和７年度の年金額改定を踏まえ、令和８年８月から、利用者負担段階の基準が
見直されます。

（注）「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の入所者（療養室の床面積が８㎡/人以
上に限る。）が対象。

※ 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業も対象となる場合があります。（事業を実施していない社会福祉法人等もあります。）


